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軽減率と税率

車種 標準税率
（年額）

（１）税率を概ね  
　75％軽減

（※ 2）
（2）税率を概ね

　　50％軽減
（3）税率を概ね

　　25％軽減

軽自動車

三輪のもの 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

四輪以上の
もの

乗用　
営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円
自家用 10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円

貨物用
営業用 3,800 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円
自家用 5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円

　平成 29 年度税制改正によりグリーン化特例（軽課）の適用期間が２年延長さ
れることとなりました。
　これにより、平成 29 年 4 月から平成 31 年 3 月までに新規登録（※1）され
た以下の四輪車等の軽自動車は、新規登録された翌年度分の軽自動車税に限り、
軽減税率が適用されます。

　（1）電気自動車および天然ガス自動車（ポスト新長期規制からＮＯｘ 10％低減）
　（2）軽乗用車（平成 32 年度燃費基準＋ 20％達成）、軽貨物車（平成 27 年度燃費基準＋ 35％達成）
　（3）軽乗用車（平成 32 年度燃費基準達成）、軽貨物車（平成 27 年度燃費基準＋ 15％達成）

（※ 2）平成 30 年排出ガス基準 50％低減又は平成１７年排出ガス基準 75％低減達成車（★★★★）に限ります。

新規登録した期間 軽減適用年度
平成２９年 4 月～平成３０年３月 平成３０年度
平成３０年４月～平成３１年３月 平成３１年度

■問い合わせ　税務課（課税第１班）☎ 0820（74）1008

（※１）…新規登録とは、今までに車両番号の指定を受けたこ
とのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。 
初めての新規登録は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認
できます。

軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の延長について


